
平成24年３月30日
号外第８号

毎週火・金曜日発行

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2012年 平成24年３月30日（金曜日）　  号外第8号

−１−

秋田県公報
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　　　公安委員会規則
　○秋田県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則（４・警務課）………………………………………………１

秋田県公安委員会規則第４号
　秋田県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　平成24年３月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県公安委員会委員長　伊　藤　辰　郎
　　　秋田県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則
　秋田県警察の組織に関する規則（昭和45年秋田県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。
　別表第２大館警察署独鈷警察官駐在所の項中「大館市比内町独鈷字独鈷64番地１」を「大館市比内町独鈷字独鈷63番
地２」に改める。
　　　附　則
　この規則は、平成24年４月１日から施行する。
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